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「ＭＩＲＡＩ ＳＣＨＯＯＬ いたばし －多様な学び推進２０２８－」（素案） 

に対するパブリックコメントと板橋区教育委員会の考え方 

◎ 募集期間：令和７年 11 月７日（金）～11月 28 日（金）【22日間】 

◎ 件数：22 件／８人（Ｗｅｂ提出８人） 

№ 項目 意見の概要 件数 板橋区教育委員会の考え方 

１ 第３章 

プラン

におけ

る取組 

フリースクールなどは保護者の送迎が前提

にあり、働きながらの利用が難しいです。

また、不安障がいのため一人で出歩くこと

も出来ないので、せめて学校に通う場所が

あれば通わせられるのにと思います。 

１ 

取組 1-1「教室以外の居場所の充

実」において、検討・充実を図って

いきます。 

２ 第３章 

プラン

におけ

る取組 

すべての区立小中学校に不登校の子どもが

安心して過ごせる校内居場所を設置するこ

とを求めます。 
１ 

取組 1-1「教室以外の居場所の充

実」において、検討・充実を図って

いきます。 

３ 第３章 

プラン

におけ

る取組 

フレンドセンターの受け入れが小学４年生

からのため、不登校の低学年の児童の行き

場がない状況が続いています。あいキッズ

を利用した校内別室の充実が図られるとあ

りますが、学校への拒否感から敷地や校舎

に入れないケースは、低学年の子にこそ多

い印象を持っています。今後もフレンドセ

ンターでの低学年の受け入れを行わない場

合、低学年の児童に係る学校以外の居場所

の設置を検討されているのでしょうか。 

１ 

低学年児童は、発達段階から集団へ

の適応に時間を要するほか、自学自

習の難しさを考慮し、学校と家庭が

連携した支援が重要であると認識し

ています。 

取組 1-1「教室以外の居場所の充

実」の「あいキッズ室における日中

の不登校児等の居場所の実施」を進

めるにあたっては、いただいたご意

見も参考としつつ、取り組んでいき

ます。 

４ 第３章 

プラン

におけ

る取組 

ＶＬＰ（バーチャル・ラーニング・プラッ

トフォーム）を、フレンドセンター利用者

だけでなく校内居場所（あいキッズ等）の

利用者にも開放することを求めます。 

１ 

取組 1-1「教室以外の居場所の充

実」において、検討・充実を図って

いきます。 

５ 第３章 

プラン

におけ

る取組 

学校外の学びの場の拡充を求めます。 

１ 

取組 1-1「教室以外の居場所の充

実」において、検討・充実を図って

いきます。 

６ 第３章 

プラン

におけ

る取組 

不登校などの子どもの状況に合わせて、一

人一台端末で学習アプリやリモートでの授

業、教科書の読み上げ機能や、板書ではな

くカメラやタブレットを利用してノートを

作成するなど、少しでもストレスなく学習

に集中できる仕組みを作ってほしいです。 

１ 

ご意見いただいた内容は、本プラン

における「実現したい多様な学びの

環境」に向けた一つの方法であると

認識しています。 

取組 1-2「フレンドセンターの充

実」において、一人一台端末の利活

用による習熟度・進度に合わせた学

びの推進を図っていきます。 

参考資料 
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№ 項目 意見の概要 件数 板橋区教育委員会の考え方 

７ 第３章 

プラン

におけ

る取組 

不登校傾向のある子どもが、小学校低学年

の早い段階から支援につながれるよう、フ

レンドセンターの利用対象を小中９学年に

拡大することを求めます。 

１ 

低学年児童は、発達段階から集団へ

の適応に時間を要するほか、自学自

習の難しさを考慮し、学校と家庭が

連携した支援が重要であると認識し

ています。 

不登校の低学年児童の支援について

は、取組 1-1「教室以外の居場所の

充実」において、検討・充実を図っ

ていきます。 

８ 第３章 

プラン

におけ

る取組 

今後３年間の取組として、「積極的な情報

発信の検討・実施」とありますが、情報提

供の対象を学齢期の子どもがいる全家庭と

していただきたく、お願いいたします。ま

た、不登校についての情報をまとめたリー

フレット（デジタルでも可）を作成し、配

布くださるようお願いします。 

１ 

ご意見いただいた方法も含め、不登

校施策に係る情報発信の検討・実施

に取り組んでいきます。 

９ 第３章 

プラン

におけ

る取組 

学習障がい、発達障がい、不登校などの子

どもを支えるには、人手が足りていませ

ん。教員以外の、支援の専門知識を持った

方の配置と区における予算の確保をお願い

します。 

２ 

支援に係る人材として、スクールカ

ウンセラーやスクールソーシャルワ

ーカーの専門職のほか、学校生活支

援員などを配置しています。また、

取組 1-3「不登校または不登校傾向

の児童・生徒の保護者支援」におい

て、不登校相談に係る人員体制の充

実を、取組 2-1「発達特性をもつ児

童・生徒への多角的な支援」におい

て、児童・生徒の教育的ニーズに応

じた外部人材の充実を図るととも

に、予算の確保に努めていきます。 

10 第３章 

プラン

におけ

る取組 

「フリースクール等の利用料に係る保護者

への負担軽減策を検討・実施」を進められ

るとのこと、とてもありがたく拝読しまし

た。すでに開始されている東京都のフリー

スクール等利用者支援事業は、対面のフリ

ースクールであること、平日昼間の通所で

あること、利用料のみが助成対象で、一部

の区で行われている助成事業もそれに倣う

かたちのものばかりです。都の助成金の対

象から漏れてしまっている負担も看過する

ことなく、より現実的な枠組みの助成事業

を、板橋からはじめていただけることをお

願いします。 

１ 

取組についてご賛同いただき、あり

がとうございます。取組 1-3「不登

校または不登校傾向の児童・生徒の

保護者支援」における「フリースク

ール等の利用料に係る保護者の経済

的な負担軽減の検討・実施」につい

ては、他自治体の動向を注視すると

ともに、様々な不登校施策全体を視

野に入れながら検討していきます。 
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№ 項目 意見の概要 件数 板橋区教育委員会の考え方 

11 第３章 

プランに

おける取

組 

学習障がいや発達障がいなど支援を必要

とする子どもに対して、その子が成長で

きる適切な難易度・方法で学べる仕組み

の整備をお願いします。 １ 

重点戦略２「様々な背景をもつ子ど

もに応じた個別支援の強化」を進め

るにあたっては、令和６（2024）年

３月に策定した「板橋区特別支援教

育推進指針」を踏まえながら、いた

だいたご意見も参考としつつ、取り

組んでいきます。 

12 第３章 

プランに

おける取

組 

ＳＴＥＰ ＵＰ教室（特別支援教室（情

緒障がい等））の受け入れ体制につい

て、短期間の支援に限定するのではな

く、固定級として期間を設けず、必要な

児童が継続して支援を受けられる体制の

整備をお願いします。  

３ 

取組 2-1「発達特性をもつ児童・生

徒への多角的な支援」において、自

閉症・情緒障がい特別支援学級（固

定学級）の設置を検討していきま

す。 

13 参考資料 プラン策定にあたり、区職員だけでな

く、当事者団体や当事者（家族を含む）

もプロジェクトチームのメンバーに加え

ていただきたいです。 

１ 

本プランは、「ＭＩＲＡＩ ＳＣＨＯ

ＯＬ いたばし －教育ビジョン２０

３５－」での多様な学びに関する考

え方を受け、子どもの特性や背景に

よらず、多様な一人ひとりの状況に

対応した学びをめざし、「ＭＩＲＡＩ 

ＳＣＨＯＯＬ いたばし －アクショ

ンプラン 2028－」に基づく、多様な

学びに関連する取組の推進、充実を

図るために策定するものです。ま

た、多様な学びに関する考え方につ

いては、「ＭＩＲＡＩ ＳＣＨＯＯＬ 

いたばし －教育ビジョン２０３５

－」において、学識経験者、学校関

係者のほか、学校保護者代表の方や

地域の方などが参加して、様々なご

意見をいただきながら策定を進めて

いるものです。本プランを含む計画

策定にあたっては、パブリックコメ

ントを通じて、当事者の方々を含む

区民の皆様からのご意見をいただき

参考としながら進めています。 
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№ 項目 意見の概要 件数 板橋区教育委員会の考え方 

14 その他 ＳＴＥＰ ＵＰ教室（特別支援教室（情

緒障がい等））に在籍している児童につ

いても、フレンドセンターを利用できる

ようにしてほしいです。それができない

場合は、フレンドセンターの公式の案内

には「ＳＴＥＰ ＵＰ教室（特別支援教

室（情緒障がい等））在籍者は利用でき

ない」という記載を明示してください。 

１ 

東京都の「特別支援教室の運営ガイ

ドライン」にて、『「障害に応じた通

級による指導の手引」改訂第３版４

刷（文部科学省編著）に示されてい

るとおり、不登校の解消を主たる目

的とする支援が必要な場合は、別室

登校等の特別支援教室以外の枠組み

による支援を行うことが適当であ

る』とされています。フレンドセン

ターは不登校児童・生徒に係る適応

指導教室であるため、ＳＴＥＰ ＵＰ

教室（特別支援教室（情緒障がい

等））に在籍しているお子様が利用す

ることはできないこととなっており

ます。また、ご意見いただいたフレ

ンドセンターの利用条件に係る案内

については、分かりやすい情報発信

に努めていきます。 

15 その他 ＳＴＥＰ ＵＰ教室（特別支援教室（情

緒障がい等））の受入れ基準の区方針の

明確化と、区方針に対する運用の徹底、

支援体制の拡充をお願いします。 

３ 

区では、東京都の「特別支援教室の

運営ガイドライン」、「板橋区特別支

援教育推進指針」及び関係法令等に

基づき、ＳＴＥＰ ＵＰ教室（特別支

援教室（情緒障がい等））の利用を希

望する児童・生徒一人ひとりの状況

に応じた支援に努めています。ＳＴ

ＥＰ ＵＰ教室（特別支援教室（情緒

障がい等））を含め、必要な支援が希

望に応じて届くよう、今後も研究・

検討を進めてまいります。 

16 その他 地域の多文化共生に関心があり、経歴、

職歴などを活かして、外国籍児童等やそ

の保護者ほか、関心のある学校関係者の

皆さんの何らかのお役に立てればと思っ

ています。 

１ 

ご経験・ネットワークを活かした貴

重なご意見ありがとうございます。

外国籍の児童・生徒及び日本語指導

を必要とする児童・生徒への支援が

図られるよう、取組を推進していき

ます。 
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№ 項目 意見の概要 件数 板橋区教育委員会の考え方 

17 その他 施策 1-4 №005「体験・交流活動の充

実」は、本区が“本物に触れる機会の不

足”を補い、地域全体で子どもの成長を

支える施策です。計画に賛同しつつ、体

系化等をさらに進めることを提案しま

す。   

１ 

ご意見いただいた内容は、「ＭＩＲＡ

Ｉ ＳＣＨＯＯＬ いたばし －アクシ

ョンプラン２０２８－」で掲載され

ている事業であり、本プランの対象

事業ではありませんが、前向きなご

評価と貴重なご意見ありがとうござ

います。多様な学びの推進にあたっ

ては、「ＭＩＲＡＩ ＳＣＨＯＯＬ い

たばし －教育ビジョン２０３５－」

の考え方を踏まえ、教育委員会事務

局内各課の連携した取組に加え、区

長部局の関係各課とも適宜連携し、

進めていきます。 

計 22 件 

 


